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保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」の改正について 

2 0 2 4 年 ９ 月 26 日 

日本公認会計士協会 

新 旧 

レビュー業務実務指針 2400 保証業務実務指針 2400 

  

財務諸表のレビュー業務 財務諸表のレビュー業務 

  

2 0 1 6 年 １ 月 26 日 2 0 1 6 年 １ 月 26 日 

改正 2018 年 10 月 19 日 改正 2018 年 10 月 19 日 

改正 2 0 2 1 年 ６ 月 ９ 日 改正 2 0 2 1 年 ６ 月 ９ 日 

改正 20 2 1 年 ９ 月 16 日 改正 20 2 1 年 ９ 月 16 日 

改正 2022 年 10 月 13 日 改正 2022 年 10 月 13 日 

改正 20 2 3 年 ３ 月 16 日 改正 20 2 3 年 ３ 月 16 日 

改正 20 2 4 年 ４ 月 18 日 最終改正 20 2 4 年 ４ 月 18 日 

最終改正 20 2 4 年 ９ 月 26 日  

日本公認会計士協会 日本公認会計士協会 

監査・保証基準委員会 監査・保証基準委員会 

（実務指針：第２号） （実務指針：第２号） 

  

《Ⅰ 本実務指針の範囲及び目的》 《Ⅰ 本実務指針の範囲及び目的》 

《１．本実務指針の範囲》 《１．本実務指針の範囲》 

（省 略） （省 略） 

《３．定義》 《３．定義》 

16．保証業務実務指針（序）｢レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連

する公表物の体系及び用語｣付録５｢レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並

びに関連する公表物の用語集｣には、監査基準報告書等の業務に関連する報告書及び実務指針等の一貫

した適用と解釈に役立つように、本実務指針で定義された用語のほか、本実務指針で使用されるその他

の用語の説明が含まれている。例えば、｢経営者｣及び｢ガバナンスに責任を有する者｣という用語は、保

証業務実務指針（序）で定義されている。なお、本実務指針では、会社法の機関を前提に、原則として

業務実施者のコミュニケーションの対象は監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会を想

定しており、「ガバナンスに責任を有する者」を「監査役等」と記載している。 

16．保証業務実務指針（序）｢保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用

語｣付録５｢保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の用語集｣には、監査基準報

告書等の業務に関連する報告書及び実務指針等の一貫した適用と解釈に役立つように、本実務指針で定

義された用語のほか、本実務指針で使用されるその他の用語の説明が含まれている。例えば、｢経営者｣

及び｢ガバナンスに責任を有する者｣という用語は、保証業務実務指針（序）で定義されている。なお、

本実務指針では、会社法の機関を前提に、原則として業務実施者のコミュニケーションの対象は監査役

若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会を想定しており、「ガバナンスに責任を有する者」を「監

査役等」と記載している。 

（省 略） （省 略） 
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《Ⅱ 要求事項》 《Ⅱ 要求事項》 

（省 略） （省 略） 

  

《Ⅲ 適用指針》 《Ⅲ 適用指針》 

（省 略） （省 略） 

以  上 以  上 

  

・ 本実務指針（2022 年 10 月 13 日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

（修正箇所：第 14 項、A14 項、A15 項及び A34 項） 

－ 保証業務実務指針（序）「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体

系及び用語」（2022 年７月 21 日公表） 

（上記以外の修正箇所） 

・ 本実務指針（2023 年３月 16日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

（修正箇所：第 26 項(3)、A14 項、A86-2 項及び A91 項から A91-3 項） 

－ 品質管理基準報告書第１号「監査事務所における品質管理」（2023 年１月 12 日改正） 

－ 品質管理基準報告書第２号「監査業務に係る審査」（2023 年１月 12日改正） 

（上記以外の修正箇所） 

・ 本実務指針（2024 年９月 26日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 保証業務実務指針（序）「レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並

びに関連する公表物の体系及び用語」（2024 年９月 26 日改正） 
 

・ 本実務指針（2022年10月13日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022年７月25日変更） 

（修正箇所：第14項、A14項、A15項及びA34項） 

－ 保証業務実務指針（序）「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体

系及び用語」（2022年７月21日公表） 

（上記以外の修正箇所） 

・ 本実務指針（2023年３月16日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022年７月25日変更） 

（修正箇所：第26項(3)、A14項、A86-2項及びA91項からA91-3項） 

－ 品質管理基準報告書第１号「監査事務所における品質管理」（2023年１月12日改正） 

－ 品質管理基準報告書第２号「監査業務に係る審査」（2023年１月12日改正） 

（上記以外の修正箇所） 
 

  

付録１ 経営者確認書の記載例》（第 62項参照） 付録１ 経営者確認書の記載例》（第 62項参照） 

以下の経営者確認書の記載例には、レビュー業務において、本実務指針で要求される確認事項

が含まれている。以下の記載例は、適正表示の財務報告の枠組みを前提に作成している。なお、

この文例は、状況に応じて適宜修正する。 

以下の経営者確認書の記載例には、レビュー業務において、本実務指針で要求される確認事項が含ま

れている。以下の記載例は、適正表示の財務報告の枠組みを前提に作成している。なお、この文例

は、状況に応じて適宜修正する。 

  

 

×年×月×日 

○○監査法人 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士 ○○○○ 殿（注１） 

 

               ○○○○株式会社 

 

×年×月×日 

○○監査法人 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士 ○○○○ 殿（注１） 

 

               ○○○○株式会社 
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代表取締役      (署名   ) 

(若しくは記名押印又は電子署名) 

財務・経理担当取締役 (署名   ) 

(若しくは記名押印又は電子署名) 

（省 略） 

 

記 

財務諸表 

１．私たちは、×年×月×日付けの（×年×月期に係る）レビュー契約書に記載されたとおり、[適

用される財務報告の枠組み（注２）]に準拠して財務諸表を作成する責任（継続企業の前提に基づ

き財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う

責任を含む。）を果たしました。財務諸表は、[適用される財務報告の枠組み（注２）]に準拠して

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しております。 

（省 略） 

  
 

代表取締役      (署名   ) 

(若しくは記名押印又は電子署名) 

財務・経理担当取締役 (署名   ) 

(若しくは記名押印又は電子署名) 

（省 略） 

 

記 

財務諸表 

１．私たちは、×年×月×日付けの（×年×月期に係る）レビュー契約書に記載されたとおり、[適

用される財務報告の枠組み（注２）]に準拠して財務諸表を作成する責任（継続企業の前提に基づ

き期中財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を

行う責任を含む。）を果たしました。財務諸表は、[適用される財務報告の枠組み（注２）]に準拠

して財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しております。 

（省 略） 

  
 

（省 略） （省 略） 

  

《付録２ 独立業務実施者のレビュー報告書の文例》（A150 項参照） 《付録２ 独立業務実施者のレビュー報告書の文例》（A150 項参照） 

（省 略） （省 略） 

《文例１》 《文例１》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された完全な一組の財務諸

表のレビュー業務である。 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された完全な一組の財務諸表

のレビュー業務である。 

・ 財務諸表は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されている。 

・ 財務諸表は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されている。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ 業務実施者は、財務諸表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有する。 ・ 業務実施者は、財務諸表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有する。 

  

独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

  

独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 
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指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

＜財務諸表のレビュー＞（注４） 

（省 略） 

 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務諸表の

レビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）

に、全体としての財務諸表が、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において

認められなかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、レビュー業務実務

指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した財務諸表のレビューは、限定的保証業務である。レビュ

ーにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、

入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の財務諸表に対して監査意見を表

明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

＜財務諸表のレビュー＞（注４） 

（省 略） 

 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表のレビ

ュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に、全

体としての財務諸表が、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認めら

れなかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、保証業務実務指針2400は、

当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した財務諸表のレビューは、限定的保証業務である。レビューに

おいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、入手

した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の財務諸表に対して監査意見を表

明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

《文例２》 《文例２》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 会計監査人設置会社以外の会社により、一般目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠

して作成された完全な一組の財務諸表のレビュー業務である。 

・ 会計監査人設置会社以外の会社により、一般目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠

して作成された完全な一組の財務諸表のレビュー業務である。 

・ 計算書類及びその附属明細書は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されているが、同規則第

98 条第２項第１号に基づいて注記の一部が省略されている。 

・ 計算書類及びその附属明細書は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されているが、同規則第

98 条第２項第１号に基づいて注記の一部が省略されている。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 
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・ 業務実施者は、計算書類及びその附属明細書のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他

の報告責任を有しない。 

・ 業務実施者は、計算書類及びその附属明細書のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他

の報告責任を有しない。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する結論を表

明することにある。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指

針2400「財務諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、

当監査法人（注３）に、全体としての計算書類及びその附属明細書が、会社計算規則（ただし、

同規則第98条第２項第１号を適用する。）及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ

なかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、レビュー業務実務指針2400

は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した計算書類及びその附属明細書のレビューは、限定的保証

業務である。レビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析

的手続が実施され、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の計算書類及びその附属明細書に

対して監査意見を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する結論を表

明することにある。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400

「財務諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法

人（注３）に、全体としての計算書類及びその附属明細書が、会社計算規則（ただし、同規則第

98条第２項第１号を適用する。）及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった

かどうかについて結論を表明することを求めている。また、保証業務実務指針2400は、当監査法

人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した計算書類及びその附属明細書のレビューは、限定的保証業務

である。レビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手

続が実施され、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の計算書類及びその附属明細書に

対して監査意見を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 
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《文例３》 《文例３》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 会計監査人設置会社以外の会社により、一般目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠

して作成された完全な一組の財務諸表のレビュー業務である。 

・ 会計監査人設置会社以外の会社により、一般目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠

して作成された完全な一組の財務諸表のレビュー業務である。 

・ 計算書類は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されているが、同規則第 98 条第２項第１号

に基づいて注記の一部が省略されている。 

・ 計算書類は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されているが、同規則第 98 条第２項第１号

に基づいて注記の一部が省略されている。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ 棚卸資産に虚偽表示がある。当該虚偽表示は計算書類にとって重要であるが広範ではないと認め

られる。 

・ 棚卸資産に虚偽表示がある。当該虚偽表示は計算書類にとって重要であるが広範ではないと認め

られる。 

・ 業務実施者は、計算書類のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有しな

い。 

・ 業務実施者は、計算書類のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有しな

い。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から計算書類に対する結論を表明することにある。

当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務諸表の

レビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）

に、全体としての計算書類が、会社計算規則（ただし、同規則第98条第２項第１号を適用する。）

及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されていない

と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明す

ることを求めている。また、レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関

する規定を遵守することを求めている。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から計算書類に対する結論を表明することにある。

当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表のレビ

ュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に、全

体としての計算書類が、会社計算規則（ただし、同規則第98条第２項第１号を適用する。）及び我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されていないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明すること

を求めている。また、保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を

遵守することを求めている。 
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レビュー業務実務指針2400に準拠した計算書類のレビューは、限定的保証業務である。レビュ

ーにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、

入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の計算書類に対して監査意見を表

明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

保証業務実務指針2400に準拠した計算書類のレビューは、限定的保証業務である。レビューに

おいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、入手

した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の計算書類に対して監査意見を表

明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

《文例４》 《文例４》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された完全な一組の財務諸表

のレビュー業務である。 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された完全な一組の財務諸表

のレビュー業務である。 

・ 連結計算書類は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されている。 

・ 連結計算書類は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されている。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ 業務実施者は、在外関連会社に対する投資に関して十分かつ適切な証拠を入手することができな

かった。十分かつ適切な証拠を入手することができないことが連結計算書類に及ぼす可能性のある

影響は、重要であるが広範ではないと認められる。 

・ 業務実施者は、在外関連会社に対する投資に関して十分かつ適切な証拠を入手することができな

かった。十分かつ適切な証拠を入手することができないことが連結計算書類に及ぼす可能性のある

影響は、重要であるが広範ではないと認められる。 

・ 業務実施者は、連結計算書類のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有

しない。 

・ 業務実施者は、連結計算書類のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有

しない。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 
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（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から連結計算書類に対する結論を表明することにあ

る。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務諸

表のレビュー業務」に準拠してレビュー業務を行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法

人（注３）に、全体としての連結計算書類が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、レビ

ュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めて

いる。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した連結計算書類のレビューは、限定的保証業務である。レ

ビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施さ

れ、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の連結計算書類に対して監査意見

を表明しない。 

（省 略） 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員（注３）との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 
 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から連結計算書類に対する結論を表明することにあ

る。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表の

レビュー業務」に準拠してレビュー業務を行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）

に、全体としての連結計算書類が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点におい

て認められなかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、保証業務実務指

針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した連結計算書類のレビューは、限定的保証業務である。レビュ

ーにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、

入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の連結計算書類に対して監査意見

を表明しない。 

 

（省 略） 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員（注３）との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 
  

《文例５》 《文例５》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された完全な一組の財務諸表

のレビュー業務である。 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された完全な一組の財務諸表

のレビュー業務である。 

・ 連結計算書類は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されている。 

・ 連結計算書類は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠し、表示及び開示は会社計算規則に準拠して作成されている。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ 連結計算書類に重要な虚偽表示がある。これは、連結の範囲に含めていない子会社があることに

よるものである。当該重要な虚偽表示は連結計算書類にとって広範であると認められる。 

・ 連結計算書類に重要な虚偽表示がある。これは、連結の範囲に含めていない子会社があることに

よるものである。当該重要な虚偽表示は連結計算書類にとって広範であると認められる。 
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この虚偽表示が連結計算書類に及ぼす影響を確定することは実務的に困難である。 この虚偽表示が連結計算書類に及ぼす影響を確定することは実務的に困難である。 

・ 業務実施者は、連結計算書類のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有

しない。 

 

・ 業務実施者は、連結計算書類のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有

しない。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から連結計算書類に対する結論を表明することにあ

る。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務諸

表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注

３）に、全体としての連結計算書類が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、レビュー業

務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した連結計算書類のレビューは、限定的保証業務である。レ

ビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施さ

れ、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の連結計算書類に対して監査意見

を表明しない。 

（省 略） 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員（注３）との間には、公認会計士法の規定

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から連結計算書類に対する結論を表明することにあ

る。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表の

レビュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に、

全体としての連結計算書類が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認

められなかったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、保証業務実務指針

2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した連結計算書類のレビューは、限定的保証業務である。レビュ

ーにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、

入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の連結計算書類に対して監査意見

を表明しない。 

（省 略） 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員（注３）との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
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により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 
 

き利害関係はない。 

 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

《文例７》 《文例７》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 会計監査人設置会社以外の会社により、特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠

して作成された完全な一組の財務諸表のレビュー業務である。 

・ 会計監査人設置会社以外の会社により、特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠

して作成された完全な一組の財務諸表のレビュー業務である。 

・ 金融機関との銀行取引約定書において、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により財務

諸表を作成し、レビュー報告書を添付して提出することが求められている。経営者は、財務報告の

枠組みとして、中小企業の会計に関する基本要領に基づき、一部税法基準によることを選択してい

る（第 86項(5)②参照）。 

・ 金融機関との銀行取引約定書において、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により財務

諸表を作成し、レビュー報告書を添付して提出することが求められている。経営者は、財務報告の

枠組みとして、中小企業の会計に関する基本要領に基づき、一部税法基準によることを選択してい

る（第 86項(5)②参照）。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ 適用される財務報告の枠組みが会計監査人設置会社に適用される我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準と異なる旨を記載することが必要であると業務実施者が判断してい

る（A139 項参照）。 

・ 適用される財務報告の枠組みが会計監査人設置会社に適用される我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準と異なる旨を記載することが必要であると業務実施者が判断してい

る（A139 項参照）。 

・ レビュー報告書の配布及び利用は制限されていない。 ・ レビュー報告書の配布及び利用は制限されていない。 

・ 業務実施者は、財務諸表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有しな

い。 

・ 業務実施者は、財務諸表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有しな

い。 

・ 計算書類の注記Ｘには以下の記載がある。 ・ 計算書類の注記Ｘには以下の記載がある。 

本計算書類は、株式会社○○銀行との銀行取引約定書の財務報告条項を遵守するため、会計監査

人設置会社に適用される「我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」によらず、

中小企業のための一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行として認められている「中小企業の

会計に関する基本要領」に基づいて、重要な会計方針に記載されている会計方針に従って作成され

ている。 

「中小企業の会計に関する基本要領」においては、一定の場合には会計処理の簡便化や法人税法

で規定する処理の適用が容認されており、これらについては、重要な会計方針に記載されている。 

本計算書類の作成に当たり採用した重要な会計方針は、以下のとおりである。・・・。 
 

本計算書類は、株式会社○○銀行との銀行取引約定書の財務報告条項を遵守するため、会計監査

人設置会社に適用される「我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」によらず、

中小企業のための一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行として認められている「中小企業の

会計に関する基本要領」に基づいて、重要な会計方針に記載されている会計方針に従って作成され

ている。 

「中小企業の会計に関する基本要領」においては、一定の場合には会計処理の簡便化や法人税法

で規定する処理の適用が容認されており、これらについては、重要な会計方針に記載されている。 

本計算書類の作成に当たり採用した重要な会計方針は、以下のとおりである。・・・。 
 

  

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 
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○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する結論を表

明することにある。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指

針2400「財務諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、

当監査法人（注３）に、全体としての計算書類及びその附属明細書が、注記Ｘに記載された会計

の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなか

ったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、レビュー業務実務指針2400は、

当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した計算書類及びその附属明細書のレビューは、限定的保証

業務である。レビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析

的手続が実施され、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の計算書類及びその附属明細書に

対して監査意見を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する結論を表

明することにある。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400

「財務諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法

人（注３）に、全体としての計算書類及びその附属明細書が、注記Ｘに記載された会計の基準に

準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかど

うかについて結論を表明することを求めている。また、保証業務実務指針2400は、当監査法人（注

３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した計算書類及びその附属明細書のレビューは、限定的保証業務

である。レビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手

続が実施され、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の計算書類及びその附属明細書に

対して監査意見を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

《文例８》 《文例８》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 会社法の大会社（金融商品取引法非適用）により、特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠

組みに準拠して作成された、期首から６か月間に係る完全な一組の期中財務諸表のレビュー業務で

ある。 

・ 会社法の大会社（金融商品取引法非適用）により、特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠

組みに準拠して作成された、期首から６か月間に係る完全な一組の期中財務諸表のレビュー業務で

ある。 

・ 期中財務諸表は、○○株式会社の経営者が、取引先である□□株式会社に、期首から 6か月間に

係る期中財務諸表を提出するために作成されており、期中貸借対照表、期中損益計算書、重要な会

計方針に係る事項に関する注記、担保提供資産に関する注記、偶発債務に関する注記から構成され

ている。会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

・ 期中財務諸表は、○○株式会社の経営者が、取引先である□□株式会社に、期首から 6か月間に

係る期中財務諸表を提出するために作成されており、期中貸借対照表、期中損益計算書、重要な会

計方針に係る事項に関する注記、担保提供資産に関する注記、偶発債務に関する注記から構成され

ている。会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
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し、期中貸借対照表及び期中損益計算書の表示は会社計算規則に準じて作成し、重要な会計方針、

担保提供資産及び偶発債務に関する注記は、それぞれ、会社計算規則第 101 条、第 103 条第１項第

１号及び第５号に準じて作成することが要請されている。 

し、期中貸借対照表及び期中損益計算書の表示は会社計算規則に準じて作成し、重要な会計方針、

担保提供資産及び偶発債務に関する注記は、それぞれ、会社計算規則第 101 条、第 103 条第１項第

１号及び第５号に準じて作成することが要請されている。 

・ 経営者は、特別目的の期中財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有していない（第

86 項(5)②参照）。 

・ 経営者は、特別目的の期中財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有していない（第

86 項(5)②参照）。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー報告書の配布及び利用が制限されている。 ・ レビュー報告書の配布及び利用が制限されている。 

・ 業務実施者は、期中財務諸表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有

しない。 

・ 業務実施者は、期中財務諸表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその他の報告責任を有

しない。 

・ 注記Ｘには以下の記載がある。 ・ 注記Ｘには以下の記載がある。 

本期中財務諸表は、取引先である□□株式会社に、×年×月×日から×年×月×日までの６か月

間の期中財務諸表を提出するために作成されている。 

本期中財務諸表は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠し、期中貸借対照表及び期中損益計算書の表示は会社計算規則に準じて作成され、開示

される注記項目の内容は同規則第 101 条、第 103 条第１項第１号及び第５号に準じて作成されてい

る。 

本期中財務諸表の作成に当たり採用した重要な会計方針は、以下のとおりである。・・・。 
 

本期中財務諸表は、取引先である□□株式会社に、×年×月×日から×年×月×日までの６か月

間の期中財務諸表を提出するために作成されている。 

本期中財務諸表は、会計処理に関しては我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠し、期中貸借対照表及び期中損益計算書の表示は会社計算規則に準じて作成され、開示

される注記項目の内容は同規則第101条、第103条第１項第１号及び第５号に準じて作成されてい

る。 

本期中財務諸表の作成に当たり採用した重要な会計方針は、以下のとおりである。・・・。 
 

  

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 
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当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から期中財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務諸

表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注

３）に、全体としての期中財務諸表が、注記Ｘに記載された会計の基準に準拠して作成されてい

ないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表

明することを求めている。また、レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理

に関する規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した期中財務諸表のレビューは、限定的保証業務である。レ

ビューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施さ

れ、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の期中財務諸表に対して監査意見

を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から期中財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表の

レビュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に、

全体としての期中財務諸表が、注記Ｘに記載された会計の基準に準拠して作成されていないと信

じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明するこ

とを求めている。また、保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定

を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した期中財務諸表のレビューは、限定的保証業務である。レビュ

ーにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、

入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の期中財務諸表に対して監査意見

を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

《文例９》 《文例９》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された、個別の財務表である

貸借対照表のレビュー業務である。 

・ 一般目的の財務報告の枠組み及び適正表示の枠組みに準拠して作成された、個別の財務表である

貸借対照表のレビュー業務である。 

・ 貸借対照表は、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にお

ける貸借対照表の作成に関連する要求事項に準拠して、企業の経営者により作成された（会社計算規

則第 98条第２項第１号又は第２号による貸借対照表の注記の省略は行っていない。）。 

・ 貸借対照表は、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にお

ける貸借対照表の作成に関連する要求事項に準拠して、企業の経営者により作成された（会社計算規

則第 98条第２項第１号又は第２号による貸借対照表の注記の省略は行っていない。）。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する経営者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー報告書の配布及び利用は制限されていない。 ・ レビュー報告書の配布及び利用は制限されていない。 

・ 業務実施者は、個別の財務表である貸借対照表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその

他の報告責任を有しない。 

・ 業務実施者は、個別の財務表である貸借対照表のレビュー業務に加えて、法令等が要求するその

他の報告責任を有しない。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

 

○ ○ 監 査 法 人 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○株式会社 

 取締役会 御中 

 

○ ○ 監 査 法 人 
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○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から貸借対照表に対する結論を表明することにある。

当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務諸表の

レビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）

に、貸借対照表が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して適正に表示されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かったかどうかについて結論を表明することを求めている。また、レビュー業務実務指針2400は、

当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した貸借対照表のレビューは、限定的保証業務である。レビ

ューにおいては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施さ

れ、入手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の貸借対照表に対して監査意見を

表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から貸借対照表に対する結論を表明することにある。

当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表のレビ

ュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に、貸

借対照表が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して適正に表示されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった

かどうかについて結論を表明することを求めている。また、保証業務実務指針2400は、当監査法

人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した貸借対照表のレビューは、限定的保証業務である。レビュー

においては、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施され、入

手した証拠の評価が行われる。 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の貸借対照表に対して監査意見を

表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

《文例 10》 《文例 10》 

文例の前提となる状況 文例の前提となる状況 

・ 特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠して作成された、個別の財務表である資

金収支計算書のレビュー業務である。 

・ 特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みに準拠して作成された、個別の財務表である資

金収支計算書のレビュー業務である。 

・ 災害義援金・補助金・寄付金等の収支結果を報告・開示するために、資金収支計算書は、資金収

支計算書の注記に記載した会計の基準に基づいて法人の理事者により作成されている。 

・ 災害義援金・補助金・寄付金等の収支結果を報告・開示するために、資金収支計算書は、資金収

支計算書の注記に記載した会計の基準に基づいて法人の理事者により作成されている。 

・ 理事者は、特別目的の財務表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有している（第 86 項

(5)②参照）。 

・ 理事者は、特別目的の財務表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有している（第 86 項

(5)②参照）。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する理事者の責任が記載されて

いる。 

・ レビュー契約書において、本実務指針第 30項(2)の財務諸表に対する理事者の責任が記載されて

いる。 



- 15 - 

新 旧 

・ 資金提供者が閲覧することを予定しているため、レビュー報告書の配布及び利用は制限されてい

ない。 

・ 資金提供者が閲覧することを予定しているため、レビュー報告書の配布及び利用は制限されてい

ない。 

・ 業務実施者は、個別の財務表である資金収支計算書のレビュー業務に加えて、法令等が要求する

その他の報告責任を有しない。 

・ 業務実施者は、個別の財務表である資金収支計算書のレビュー業務に加えて、法令等が要求する

その他の報告責任を有しない。 

・ 注記Ｘには以下の記載がある。 ・ 注記Ｘには以下の記載がある。 

本資金収支計算書は、○○法人が×年×月×日から×年×月×日までの期間において行った○○

に関する活動の資金収支の結果について資金提供者に報告・開示するために作成するものであり、

○○法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸

表に相当するものではない。 

○○に関する活動の資金の範囲及び収入及び支出の認識の基準は、以下のとおりである。・・・。 
 

本資金収支計算書は、○○法人が×年×月×日から×年×月×日までの期間において行った○○

に関する活動の資金収支の結果について資金提供者に報告・開示するために作成するものであり、

○○法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸

表に相当するものではない。 

○○に関する活動の資金の範囲及び収入及び支出の認識の基準は、以下のとおりである。・・・。 
 

  

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○法人 

 理事会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から資金収支計算書に対する結論を表明することに

ある。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表したレビュー業務実務指針2400「財務

諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。レビュー業務実務指針2400は、当監査法人

（注３）に、資金収支計算書が、注記Ｘに記載された会計の基準に準拠して作成されていないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明する

ことを求めている。また、レビュー業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関す

る規定を遵守することを求めている。 

レビュー業務実務指針2400に準拠した資金収支計算書のレビューは、限定的保証業務である。

レビューにおいては、主として理事者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施

され、入手した証拠の評価が行われる。 

  
独立業務実施者のレビュー報告書 

×年×月×日 

○○法人 

 理事会 御中 

○ ○ 監 査 法 人 

○ ○ 事務所（注１） 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 ○ ○ ○ ○   

業務執行社員 

（注２） 

（省 略） 

業務実施者の責任 

当監査法人（注３）の責任は、独立の立場から資金収支計算書に対する結論を表明することに

ある。当監査法人（注３）は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表

のレビュー業務」に準拠してレビューを行った。保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）

に、資金収支計算書が、注記Ｘに記載された会計の基準に準拠して作成されていないと信じさせ

る事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明することを求

めている。また、保証業務実務指針2400は、当監査法人（注３）に職業倫理に関する規定を遵守

することを求めている。 

保証業務実務指針2400に準拠した資金収支計算書のレビューは、限定的保証業務である。レビ

ューにおいては、主として理事者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続が実施さ

れ、入手した証拠の評価が行われる。 
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レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の資金収支計算書に対して監査意

見を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

レビュー手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査に比べて

相当程度限定された手続であり、当監査法人（注３）は、上記の資金収支計算書に対して監査意

見を表明しない。 

（省 略） 

以  上 
 

（省 略） （省 略） 

以  上 以  上 

以  上  


